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良い倫理的意思決定のための倫理綱領
──研究・イノベーションと倫理──
Code of Ethics for Better Ethical Decision Making : Research, Innovation, and Ethics

大谷卓史 大澤博隆 壁谷彰慶 川口嘉奈子
川口由起子 神崎宣次 久木田水生 杉本俊介

専門職団体の倫理綱領は，その団体成員が重視する価値を社会に宣言し，その専門知を善用することを約束する働きが
ある．その一方で，成員の専門職としてのアイデンティティの形成や倫理的意思決定（倫理的判断）の支援も期待されて
いる．本稿においては，倫理的判断を支援する倫理ガイドラインを参照し，倫理的判断の基本的枠組み及び，複数の価値
の対立があった場合の問題などを解説し，研究・イノベーションの各場面で科学者・エンジニアが良い倫理的判断を行う
ため，倫理綱領をどのように活用すべきか考察する．
キーワード：倫理綱領，倫理的意思決定，技術者倫理，倫理原則間の対立

1．電子情報通信技術者の倫理的判断と倫理綱領

倫理綱領（code of ethics, code of conducts）とは，あ
る専門職やその団体が重視する価値や担う責任につい
て，集団として表明するもので，専門職や専門職団体成

員の行動をガイドする指針となることが期待されている
（文献(1)Ch. 4）．

倫理綱領は，専門職や専門職団体成員にどのようなこ
とを期待してよいか，公衆・社会に対して表明する点
で，専門職の「社会契約（Social Contract）」であると
称されることが少なくない（文献(2)p. 169）．これは，
法律上の契約を意味するわけではなく，専門職としての
責任やその重視する価値の宣言を「契約」の名で呼んで
いると考えた方がよい．同時に，専門職集団に入門する
人々に対しては教育的機能を有する（文献(3)pp. 107-
111）．その意味では，倫理綱領は，専門職としての誇
り(4)やアイデンティティを表明する機能と目的を有す
る．そして，職業上における倫理的判断を支援すること
が専門職集団の倫理綱領の重要な機能として期待されて
いる．

生物医学を主な分野とする人を対象とする研究におい
ては，第二次世界大戦中の非人道的な人体実験などに対
する反省から，原則を中心とする倫理綱領が発展してき
た．1979 年米国で生まれたベルモントレポートは生物
医学及び行動科学研究（心理学など）における研究の倫
理原則及び指針を示し，人格の尊重（自律原則）・善行

（仁恵・恩恵）・正義の三つの原則を掲げる(5)．
情報セキュリティ分野での研究倫理における意思決定
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支援を行うメンローレポートは，ベルモントレポートの
3 原則を継承し，この 3 原則を基に情報セキュリティ研
究に関する倫理指針を定めている(注1), (6), (7)．

電子情報通信学会倫理綱領は，ベルモントレポートの
ように明確に依拠する原則を明示しないものの，人類の
幸福の増進（生命・財産や権利の侵害防止を含む）をう
たう一方，差別・偏見の禁止などの人格の尊重原則，法
令遵守，自己啓発の重要性などを取り入れている．2．で
示す一つの倫理枠組みに依拠するわけではなく，多数の
倫理原則や倫理枠組みを参照する多元主義的内容である
と考えられる．

倫理綱領は，研究や業務に関わる具体的状況の下での
倫理的判断を支援することが期待されている．工学系学
会の倫理綱領の倫理的判断の支援機能としては，一般的
にエンジニアは雇用される立場で，組織の命令に従って
業務を行っていることから，法的・道徳的に問題がある
専門的行動を命令された際に，その命令に抵抗する根拠
として倫理綱領が期待されると説明されることがある

（文献(1)Ch. 4）．
しかしながら，それだけではなく，電子情報通信技術

者が研究や業務を行う中では，様々な倫理的判断を迫ら
れるので，そのときに役立つことが期待される．研究活
動やイノベーション，製品，製品の製造過程などが公衆
や被験者・調査対象者に対して危害を加えることになら
ないか，また，環境に対して負荷をかけないか，一方で
は，このような判断をしたらクライアントに対する忠実
義務を裏切ることにならないか，ソフトウェアのこの機
能や通信におけるこのような技術的な介入は同僚や顧客
のプライバシー侵害になるのではないか，優れた技術
者・研究者としての基準から見ると自分自身の判断は稚
拙なのではないか，研究活動におけるこのような行動や
判断は同僚研究者・技術者に対する不正とならないか
──電子情報通信技術者も，こうした様々な倫理的な問
いに直面することになる．電子情報通信学会の倫理綱領
は，電子通信技術者が出会うだろう倫理的判断の支援を
目指している．

2．倫理的判断の枠組み

倫理的判断に関する主要な枠組みとしては，例えば，
江口（2021）は次の五つを挙げる(8)．なお，以下の各枠
組みの説明は必ずしも江口（2021）にはよっていない．

（1） 帰結主義：
行為の正・不正を，その結果（帰結）から判断する立

場．例えば，ある行為が危害をもたらすならば不正であ
り，幸福を増進するならば正しいとする．

（2） 義務論：
動機・意図や判断の根拠などを含む行為そのもので

正・不正が決まると考える．つまり結果が良くてもやっ
てはならない行為があると考える．

（3） 自然法・自然権思想：
どのような社会でも認めざるを得ない共通の法や権利

があるとする考え方．生命・身体の安全や所有権の尊重
などがそれら自然法・自然権の候補として考えられる．

（4） 四原則アプローチ：
危害を与えない（無危害），幸福を増進する（善行），

当人の判断を尊重する（自律の尊重），法の遵守や社会
的資源の公正な配分（正義）という四つの原則を組み合
わせ，行為の正・不正を判断する．医療倫理で発達した
アプローチで，医療倫理以外の文脈に適用するには慎重
にせよとの重要な指摘がある一方，考案者は日常生活の
多くの場面の判断であるとも述べている（文献(9)pp.
46-47）．

（5） 徳倫理：
その社会で優れた性格とされる人が判断し行うであろ

う行為が正しい行為である．優れた性格を持ち，良い判
断ができる人を育てることを倫理の重要な役割だと考え
る立場．

3．意思決定支援のトップダウン型・
ボトムアップ型・折衷型のアプローチ

専門職団体の倫理綱領に基づく具体的状況での倫理的
判断の支援方法には，大きく分けると，相互に排他的で
はないトップダウン型アプローチとボトムアップ型アプ
ローチの二つがある（文献(10)pp. 467-482）．トップダ
ウンとボトムアップの中間的な倫理的判断支援もある．

3.1 トップダウン型アプローチ：研究倫理指針によ
る倫理的判断の支援

一つには，比較的抽象度・一般性が高い理念や規範
（ルール）を社会に宣言する倫理綱領に加えて，そこで
示される理念や規範に従って，より具体性が高い研究倫
理指針等を定めることである．上記のベルモントレポー
トも，米国被検者保護局がこれを現場に適用する倫理ガ
イドラインとして詳細な「コモンルール」（common
rule）（45 CFR part 46, Federal Policy for the Protection
of Human Subjects）と呼ばれるガイドラインを定める．
このように，専門職の倫理的判断を支援する文書には，
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(注 1) 情報セキュリティ・サイバーセキュリティ分野における研究倫
理とその体制整備は，横浜国立大学吉岡克成教授らの活動によって急速
に国内で進んだ．「マルウェア対策研究人材育成ワークショップ」の活動
記録を参照（http://www.iwsec.org/mws/ethics.html）．



階層構造がある(注2)．
電子情報通信技術の具体的な研究倫理指針としては，

特定不正行為（ねつ造・改ざん・盗用）の禁止だけでな
く，様々な形で人を対象とする研究の範囲が広がってい
るので，今後特に人を対象とする研究の倫理指針やガイ
ドが求められる．ただし，医学生物学研究や心理学研究
において行われる，研究に関する説明とコミュニケー
ションを事前に十分に行った上で，書面による同意を厳
格に求めるインフォームドコンセントは，オンラインも
含め参与観察などの質的社会調査には向かない場合があ
る(11), (注3)．工学分野における人を対象とする研究は多様
であるから，多様な性格を有する研究に適用できる倫理
指針の形成が望まれる．

現在の研究倫理支援体制では，研究計画またはその研
究倫理審査の段階で倫理的な瑕疵がないかチェックボッ
クス方式で判定する倫理ガイドが整備され，重宝されて
いる．これは研究の副作用として意図せざる被験者や公
衆などに対する危害を防ぐため，極めて重要である．倫
理的判断の支援という観点では，アカウンタビリティ

（何かことが起こったとき原因や経緯，対処方針等を説
明する責任，更に自分自身の説明に対して虚偽であった
場合などに負うべき責任）や，研究の各段階（データ収
集を含む調査・実験，データの分析・解釈，研究成果の
公表，データの保存など）の倫理的問題への対応のた
め，今後 3.3で示す折衷型アプローチの導入が期待され
る．

3.2 ボトムアップ型アプローチ：「決疑論」と事例
ベースの倫理的判断支援

第 2 に，原理ではなく，具体的な倫理的判断の場面に
着目するボトムアップ型アプローチがある．これは，倫
理事例集等が典型的な例である．

哲学者 Toulmin（1981）は，生命倫理審査における
杓子定規な原則の適用を批判し，具体的事例に即して，
様々な要素を勘案した上で衡平（equity）の精神に基づ
き倫理審査と倫理的判断を行う重要性を指摘した(15)．
彼がモデルにしたのは，キリスト教で教会の助司祭や平
信徒が日常生活における倫理的判断を行う際に見本例を
提供する Casuistry である．Casuistry は日本では慣例
的に「決疑論」と訳され，具体的状況における道徳的・
倫理的判断の見本を提供する事例や解説を指す(注4)．同
時に，倫理的判断は原則への一般化は難しいという含意

もある．そのため，決疑論の見本例を離れると恣意的な
判断を許す余地もあると批判される．現在では，上記の
倫理事例集は事例と倫理原則との関わりを無視せず，各
事例と倫理原則とを関係付ける，次の折衷型アプローチ
を取ることが多い．

3.3 折衷型アプローチ：電子情報通信学会倫理事例
集と「質問中心型アプローチ」

トップダウン型アプローチは原理の機械的適用に陥る
懸念がある一方，事例集は典型的事例から外れる状況に
陥った際に判断の手掛かりを失ってしまうなどの懸念が
指摘される（文献(10)pp. 483-487）．これらの折衷とも
言えるアプローチがある．

倫理指針・原則と事例とをつなぐアプローチが折衷型
アプローチの例の一つである．電子情報通信学会が編纂
した倫理事例集（β 版）（https://www.ieice.org/jpn_r/
about/rinrikoryo/code5.html）や，電気学会の 2 冊の

「技術者倫理事例集」(19), (20)は，電子情報通信技術者や電
気技術者が尊重し遵守すべき一般的な倫理指針と規範を
示す倫理綱領の解説の形式をとる．つまり，これらの事
例集は倫理綱領で示された原理・規範と具体的事例を結
ぶもので(注5)，会員や電子情報通信技術者が倫理綱領や
自らの経験などに照らしながら，倫理的判断について考
察することを期待する．事例とその事例を話題とする
ディスカッション課題を示すことで，大学・大学院教育
や職場の研修などにおいて，議論を通じて自らの倫理的
判断について自分のことばで説明できるようになること
を目指している．2022 年 9 月現在倫理綱領の再改定に
合わせて（2023 年改定倫理綱領公表予定），上記の倫理
綱領の拡充とアップデートが，辰己丈夫放送大学教授及
び小川賢神戸学院大学教授を中心に進められている．

一方，倫理的判断枠組みや原理を示した上で，それら
の倫理的判断枠組みや原理に加え，ステークホルダーの
多様な倫理的期待に配慮し，研究の各段階において，倫
理的課題がないか研究者が自らやチームで問い，問題・
課題があれば対応を図るという「質問中心型アプロー
チ」（question-oriented approach）も 提 案 さ れ て い
る(12)～(14), (21)．

Association of Internet Researchers の倫理ガイドラ
イ ン（IRE Guidelines : Internet Research Guidelines）
は，多文化環境を前提として，複数の倫理的枠組みや倫
理原則を組み合わせて判断する倫理的多元主義を主張す
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(注 4) Casuistry の歴史的背景やその哲学的問題は，文献(16)～(18)な
どを参照．
(注 5) 本会の倫理事例集（β 版）の「表 1 事例と電子情報通信学会倫
理綱領との対照表」の作成にあたっては，特に，事例集小委員会委員長
吉開範章明治大学特任教授及び高橋寛幸 NTT コンピュータ＆データサ
イエンス研究所主任研究員，宮田純子芝浦工業大学准教授に御尽力を頂
いた．

(注 2) 例えば，社会科学分野の学会であるが，日本社会学会では，社
会学の研究・教育及び学会運営にあたって依拠すべき基本原則として

「日本社会学会倫理綱領」を定め，この綱領に基づいて，「一般社団法人
日本社会学会倫理委員会規定」と，「日本社会学会倫理綱領にもとづく研
究指針」，「ハラスメント処分を受けた会員に対する要請」を定めている．
同学会の学会案内（https://jss-sociology.org/about/）を参照のこと．
(注 3) 後述の文献(12)(13)及び(14)を参照のこと．



るものの（この点は本会倫理綱領と共通），倫理的多元
主義には倫理的相対主義（何が正しく何が不正かは文化
や社会によって決まり，いかなる不正な法や慣習も倫理
によって批判・改定すべきでないという考え方）にいか
に陥らないかの課題がある．

4．電子情報通信技術者の倫理的判断を支援する

倫理綱領の前文や条文に示された原理やルール，前文
や条文にはないものの，私たちの社会で重要な倫理原則
や価値が相互に矛盾するように見える場合，どのように
倫理的判断を行えばよいだろうか．事例集を見ても，当
てはまる事例がなくて判断に迷うかもしれない．電子情
報通信学会倫理綱領は，2023 年改定では価値や規範が
衝突するトレードオフや「ジレンマ」が生じ得ることを
指摘し，その均衡を図るよう求めている．倫理学では，
倫理原則や規範の衝突した場合の意思決定の方法として
次のものなどが示されている（文献(22)pp. 61-65）(注6)．

（1） より基本的な価値の優先
人を対象とする研究においては，一般的に，治療のよ

うに，研究対象となる当人に対して直接の利益がない．
そのため，社会的利益（研究の成果によって得られる社
会の効用．善行・恩恵）が相当大きいとしても，本人の
研究参加意思（自律）や研究対象者に対するリスクの低
減（善行・恩恵）を優先する（より基本的な価値とみな
す）原則がある．これは，本人の意思を無視した悲惨な
人体実験に対する反省によるものである．

（2） 功利計算（文献(25)pp. 92-100）
功利主義（帰結主義の一種）においては，社会の不幸

（危害や苦痛）を最小化し幸福を最大化することを求め
る．功利計算は，ある行為がもたらす危害や苦痛を積算
し，社会にもたらされる幸福の加算量と比較して，後者
が十分に大きければ，その行為はなされるべきとする．
この規則だけでは特定の少数者に不幸のしわ寄せがいく
ことを容認しかねないとも批判される．しかし，長期的
な幸福・不幸を功利計算に含めれば，この不幸のしわ寄
せは功利主義の下でも許されないとも考えられる．例え
ば，特定の少数者への危害や苦痛を容認して（電子情報
通信技術の場合，差別やプライバシー侵害などの問題も
ある）科学技術が進歩しても，長期的に見れば科学技術
不信を招き結果として社会全体の幸福が減少するので，
研究は計画を変更すべきであるという意思決定も可能で
ある．

（3） 横からの制約（side-constraints）（文献(26)
pp. 41-84）

計画中の電子情報通信技術に関する研究において基本
的人権の侵害があり得る場合には，侵害がないよう研究
計画を変更する．基本的人権の侵害の防止という制約
は，研究も含め私たちの行為に常に働き，このような制
約を横からの制約（附随制約）という．

（4） 一見自明義務（prima facie duty）(27), (注7)

一般的に，人を対象とする研究においては，本人の研
究参加意思（自律）を尊重し，事前に十分に説明をし，
納得を得た上で書面による同意を得ることを義務付け
る．しかし，研究対象者の社会に入り込んで行うフィー
ルドワーク調査では，研究対象者やその家族・知人らと
信頼関係を構築するため，事前に書面による同意を求め
ることがふさわしくない場合がある．書面同意を求める
行為を自分に対する不信の表れと受け取る文化もあるか
らだ(29)．研究の目的や方法について口頭で説明した上
で調査を進め，調査報告などにおいて調査場所等を伏
せ，研究対象者の身元を隠すなどして，研究対象者のプ
ライバシー保護を図った方がよいかもしれない（文献
(30)p. 172）．この研究者は，書面による同意原則と研
究による学術的・社会的利益，研究成果の公表によるプ
ライバシー侵害の危害などを熟慮し，書面による調査参
加の同意の原則は通常は遵守することが一見したところ
は重要だが，ほかの事情によっては変更できる原則とし
て扱ったこととなる．このとき書面による同意の義務は

「一見自明の義務」とされる．

（5）「詳述化」（Specification）(31)

「詳述化」というジレンマ解決の手法は，規範や倫理
原則は例外を設けたり，状況を限定する条件を設けたり
することで改定可能と考える．「一見自明義務」は，具
体的状況を熟慮した上でほかの義務や原則を優先する
が，ここではジレンマに陥った倫理原則の例外を明示し
たり，ルールを明示的に変更したりする．上記の(4)の
例の場合には，例えば，次のようにルールを変更できる
だろう．「十分に学術的・社会的価値があるフィールド
ワーク調査においては，事前書面同意以外の仕方で，研
究のいずれかの段階で誠実なコミュニケーションの上で
同意を取得し，必要があれば，研究成果公表にあたっ
て，調査地や調査者の適切な仮名化等を行って，研究対
象者のプライバシーを保護し，予想される危害を防止す
る」．このような倫理的判断にあたっては，倫理原則と
具体的な状況を見比べて倫理原則・規範を変更したら，
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(注 7) 「一見自明の義務」概念は文献(28)など哲学者 William David
Ross に由来するが，本項では文献(27)の Ross の学説の概説に依拠す
る(27), (28)．

(注 6) 倫理原則の倫理的判断への適用に限定しなければ，「倫理テス
ト」と呼ばれる倫理的判断の支援法も専門職倫理の実践では重要である．
文献(23)及び文献(24)など参照．



その倫理原則・規範を具体的状況に仮説的に適用して熟
慮し，倫理原則と倫理的判断の均衡状態に達するまでこ
れを繰り返す「反照的均衡」（文献(32)pp. 68-71；文献
(33)pp. 180-193）が必要とされる．上記の「均衡状態」
には一定条件を満たす整合性が必要とされる（文献(9)
pp. 99-100）．

5．ま と め

倫理綱領に示される原則や条文を機械的に目の前の状
況に当てはめるだけで，その原則を適用する根拠を考え
ない場合，良い倫理的判断はできない．倫理原則や規
範，その他の要素の間のジレンマに陥っている場合，誰
からも批判を浴びない倫理的判断は困難であることが多
い．しかし，意思決定を行わなくてはならない場合は，
様々な要素を考慮し，熟慮した上で，上記のような倫理
原則・規範の改定ができるか検討して，責任を持って意
思決定を行い，その後説明を尽くすこととなる(注8)．
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4 月号小特集予定目次
「『今，だからこそ！』電子工作のすすめ

──未来の技術者を育てる電子工作ブームを再び──」

小特集編集にあたって㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀編集チームリーダー 三木哲也
1．電子工作の源流──アマチュア無線の今──

1-1 「大学アマチュア無線部」と電子工作㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀早稲田大学無線通信研究会
1-2 21 世紀の趣味，アマチュア無線

──人材育成のための現代アマチュア無線俯瞰図──㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀須田璃久
2．教育における電子工作

2-1 学会活動での子供向け科学教育イベントの意義と魅力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀石垣雄太朗
2-2 高専における電子工作に関わる活動㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀山田健二 嶋田直樹
2-3 大学教育の中での電子工作について㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀有村光晴

3．電子工作の輪を広げ支える組織
3-1 電子工作キットの開発から考える，電子工作の魅力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀小室真紀
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3-3 Maker Faire──イベントを通じて広がる電子工作の楽しさの輪── ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀小林 茂
3-4 UNISEC CanSat の 20 年──缶サットの奥深さと電子工作の面白さ──
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